
ボスニア・ヘルツェゴビナ（ＢＨ）情勢月報（平成２９年１０月分） 

平成２９年１２月 

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 

（注：以下は、現地紙など公開情報をとりまとめたものです。） 

 

１．国内情勢 

（１）国家レベル 

●ＢＨ連邦・ＲＳ両エンティティ政府による合同

閣議（４日） 

４日、ＢＨ連邦及びＲＳ政府両エンティティ政

府は、６ヶ月毎に会合を実施するという取決め

に従い、サラエボにて合同閣議を実施した。こ

の閣議では、主に経済不況の打開策につい

て協議し、経済問題を優先課題として協力を

進めていくことで合意した。 

  

●ＢＨ裁判所、オリッチＢＨ共和国軍スレブレ

ニツァ部隊元司令官らに無罪判決（９日） 

 ９日、ＢＨ裁判所は、ＢＨ紛争時のセルビア

人捕虜３名の死につき起訴されているオリッチ

ＢＨ共和国軍スレブレニツァ部隊司令官及び

ムヒッチ同部隊将校（共にボシュニャク系、肩

書きは当時）に対し、第一審において無罪の

判決を下した。 

これに対し、ドディックＲＳ大統領、イバニッ

チ大統領評議会メンバー（セルビア系）等、Ｒ

Ｓ与野党のセルビア系政治指導者は、ＢＨ裁

判所及びＢＨ検察庁が、セルビア系に対して

は厳しく、ボシュニャク系に対しては甘く不公

平であるとして、非難を表明した。 

 

●２０１８年ＢＨ予算を昨年並みで決定（９日） 

１． 国内情勢 

（１） 国家レベル 

（２） エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（ＢＨ連邦） 

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

ウ ブルチュコ特別区 

２． 外政 

（１） 多国間、国際・地域機構 （ＥＵ加盟プロセスを含む） 

（２） 二国間関係 

（３） 日・ＢＨ関係 

３． 経済 

（１） 経済指標 

（２） 経済政策、公共事業 

（３） 経済協力 

（４） 民間セクター 
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 ９日、ＢＨ財政評議会会合が開催され、ＢＨ

の２０１８年予算の策定に必要となる２０１８―

２０２０年財政バランス及び財政方針に関する

包括的枠組みに関して協議をおこなった。過

去の会合から、一貫して国家予算の如何なる

増額も受け入れられないとして反対してきたＲ

Ｓの意向を受け、同評議会は、２０１７年と同レ

ベルの予算で同財政方針枠組みを採択した。 

 

●ＨＤＺ１９９０、クロアチア民族評議会からの

脱退を見送りか（１４日） 

 １４日、ＨＤＺ１９９０が、幹部会合を実施。先

般、ツビタノビッチ同党党首が、クロアチア民

族評議会（ＨＮＳ）はもはやＨＤＺの私物と化し

ており、ＢＨ全土のクロアチア系の立場を代表

する物ではないと批判し、ＨＮＳからの脱退に

つき言及して、今後の動きが注目されていた

が、この件については協議されなかった。ＢＨ

のメディアは、同党は、今後もＨＮＳとの提携

は継続しつつ、２０１８年国政選挙では、単独

で候補者を立てると報じている。 

 

●ズビズディッチ閣僚評議会議長、燃料税成

立期限を１１月初めと発表（１９日） 

 １９日、ズビズディッチ閣僚評議会議長は、

記者会見において、ＥＵからの道路インフラ案

件に対する融資の条件となっている燃料税増

税法案の成立期限は、ＥＵにより１１月の初め

まで延長されたが、これが最終期限であると

述べ、間接税庁（ＩＴＡ）運営委員会に対し、法

案の修正を再度要求した。 

 燃料税増税法案は、ＩＭＦの拡大信用供与措

置（ＥＦＦ）による第二回ディスバースの条件と

して成立が必要とされていたが、本年４月に２

度議会で否決され審議が終了し、ＩＭＦからの

融資も受領できないままとなっている。しかし、

ＥＵの融資条件としても提示されているため、

同議長が９月末から改めて各党との調整を行

い、再度成立を目指しているもの。なお、同法

案は１０月４日にＩＴＡ運営委員会により過去に

否決された法案の修正が採択され、閣僚評議

会会合に送られた。一方、同修正案は増税分

の使途を明記しておらず、増税分を道路建設

以外に使われる可能性があるとして、同議長

はＩＴＡに修正を要求してきたが、ＩＴＡはこれに

応じていない。 

  

●ＳＤＳの混乱と国政連立与党の危機 

 １９日、クルチュマルＢＨ議会下院議員が、Ｓ

ＤＳ（セルビア系国政与党、ＲＳ野党「変革の

ための同盟」第一党）を離党し独立派議員とし

て活動することを発表した。また、２５日、タデ

ィッチＢＨ議会上院副議長がＳＤＳから離党し、

新党「人民党」を結成することを発表した。こ

の２名の離党により、ＳＤＡ、ＨＤＺ、ＳＢＢ及び

ＳＤＳを中心とする「変革のための同盟」によ

る連立与党は、ＢＨ上下院において過半数の

賛成確保がより困難な状況となっている。 

 

●イゼトベゴビッチＳＤＡ党首、大統領評議会

メンバー（ボシュニャク系）の後任候補につき

言及（２０日） 

 ２０日、ＳＤＡ幹部会の後、イゼトベゴビッチ

同党首（ＢＨ大統領評議会メンバー・ボシュニ

ャク系）は、次期大統領評議会選挙における

ボシュニャク系メンバーのＳＤＡ公認の後任候

補は、ズビズディッチＢＨ閣僚評議会議長、ジ

ャフェロビッチＢＨ議会下院副議長、ソフティッ

チＢＨ議会上院副議長及びオスマノビッチ民

生相のいずれかになるであろうとメディアに述

べた。 

 なお、イゼトベコビッチ・メンバーは既に同職
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を２期に渡って務めているため、規定上、次回

の同選挙に立候補することはできない。 

 

●エネルギー共同条約、ＢＨの履行率は地域

最低（２６日） 

 ２６日、ＢＨにおいて、コパチュ・エネルギー

共同体事務局長は、エネルギー共同体条約

の義務履行に関するプレゼンテーションを行

い、ＢＨの履行率が、周辺８カ国中、最も低い

旨指摘し、改善が見られない場合、現在課さ

れている制裁を更に強化する可能性を示唆し

た。 

 

 （２）エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（ＢＨ連邦） 

●ヘルツェゴビナ・ネトレバ・カントン議会、セ

ルビア系の地位改善の検討を拒否（２日） 

 ２日、ヘルツェゴビナ・ネトレバ・カントン（ＨＮ

Ｃ）議会は、セルビア系議員団長が提案した、

ＨＮＣ憲法をＢＨ連邦憲法に調和させ、「セル

ビア系を構成民族と認める」という文言を含ん

だ憲法に改正するかの検討を議題に追加す

ることに関し、ボシュニャク系議員は賛成した

が、クロアチア系議員が、提案方法が議会規

則に則っていないとして反対し、否決した。 

 また１７日、ＳＤＡ、ＳＢＢ（共にボシュニャク

系）及びＳＤＰ（社会民主党、多民族）の提案

により招集された、ＨＮＣ憲法におけるセルビ

ア系住民の地位問題に関する特別会合は、ク

ロアチア系議員の欠席により定足数に満たず、

開催できなかった。 

 

●年金生活者による大規模デモ（２５日） 

 ２５日、数千名の年金生活者がＢＨ連邦政

府ビルの前で、支払い年金額の増額と年金保

険新法の採択を求めてデモを行った。これは、

前日にＢＨ連邦政府が、年金及び障害保険法

案を緊急手続きにて連邦議会に提出する旨

決定したことを受けたもの。 

 

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

●ＲＳ与党、ＢＨ司法制度をめぐる住民投票の

延期を協議（６日） 

 １４日、ドディックＲＳ大統領（ＳＮＳＤ党首）の

呼びかけにより、ＢＨ司法制度に関して協議

するＲＳの会合が、野党欠席の中、開催され

た。 

ＲＳ野党（国政与党）「変革のための同盟」

の各党党首は、「ドディックＲＳ大統領が、ＲＳ

国民議会と民主的原則を尊重しないのであれ

ば、同大統領が呼びかけた今回の会合の参

加を見送る。」との書簡を発表。９月１２－１３

日にＲＳ最高監察官の辞任をめぐり与野党が

対立し、同大統領が警察を動員して野党議員

を議場に入室させなかったことを改めて批判

した。 

同会合では、セルビア人捕虜を死亡させた

として起訴されていたオリッチＢＨ共和国軍ス

レブレニツァ部隊元司令官（ボシュニャク系）

の無罪につき協議した他、ＢＨ司法に関するＲ

Ｓ国民議会の特別会合を開催すること等を決

定した。また、９月にＲＳ官報に掲載され、１１

月１９日までに実施する必要のあるＢＨ司法

制度に関するＲＳ住民投票の実施期限を延期

すべきことを決定した。 

 

●ＲＳ国民議会、軍事的中立宣言の採択（１７

日） 

 １７日、ＲＳ国民議会は、野党欠席の中、「憲

法秩序の遵守に関する決議とＲＳの軍事的中

立宣言」を採択した。この宣言は、現存するす

べての軍事同盟に対するＲＳの中立に加え、
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ＲＳ憲法及びＲＳの法律以外によるＲＳの領土

の分離、領土外資産としての定義付けや登録

の禁止を定めている。また、ＲＳの将来的な地

位については、デイトン和平合意の署名者で

あるセルビアと調整を図る旨、及び軍事的中

立宣言は、住民投票で最終判断が下されるま

で有効である旨明記している。 

 上記宣言に対して、ＲＳ野党「変革のための

同盟」各党、ボシュニャク系政党等の国内だけ

でなく、駐ＢＨ米国大使や上級代表事務所（Ｏ

ＨＲ）を含めたＢＨに駐在する国際社会も即座

に反対の立場を表明した。 

 インツコ上級代表は、デイトン合意の民生面

の解釈を担う上級代表として、外交方針は国

家機関の独占管轄事項であるとＢＨ憲法に定

められている旨、またデイトン合意、すなわち

ＢＨ憲法はＲＳ国民議会に採択された如何な

る文書にも優先されると指摘した。これに対し、

ドディックＲＳ大統領は、上級代表がどう考え

ようと構わないが、ＲＳは軍事的に中立であり、

またＲＳは外国人を追放するべきであると発

言。同宣言に関し、野党を支持するために一

晩中ＲＳ国民議会に張り付いていたベルツＯ

ＨＲバニャ・ルカ事務所長に、逮捕状を発付し

たかったくらいだと述べ、ＲＳは同様に傲慢な

外国人を多く抱えていると付言した。ＯＨＲは

この発言に対し正式回答を発表し、ベルツ事

務所長は宣言が採択された日にＲＳ国民議会

の建物に一歩も足を踏み入れていないこと、

一方で、ＲＳ国民議会を含めたＢＨ全土の議

会モニタリングは、デイトン合意に定められた

ＯＨＲの正当な任務であると反論した。 

 

●ＲＳ国民議会、最高監察官の辞任に伴い、

ラドゥキッチ最高監察官代理を任命（１７日） 

 １７日、ＲＳ国民議会は、２０１６年監査報告

書の中でＲＳ政府の発表よりも多額の財政赤

字を指摘したことでドディックＲＳ大統領らに責

任を追求され、８月末に辞任したスニェゴダ最

高監査官に代わり、ラドゥキッチ最高監察官代

理を任命した。 

 野党は、ＲＳ最高監査法では、同職の代理

は認められておらず、本任命は違法であるこ

とに加え、ラドゥキッチ氏はＲＳ財務省職員で

あり、利益相反であるとして任命の撤回を訴

えた。 

 

ウ ブルチュコ特別区 

●ブルチュコ特別区政府、人事をめぐり対立

（１７日） 

 １７日、ブルチュコ特別区のボシュニャク系

議員団は記者会見を行い、１０月第３週に、ミ

リッチ・ブルチュコ特別区長（ＳＮＳＤ）が、デデ

イッチ同区長顧問兼ＳＢＢ支部長を自身の顧

問から解任したことに関し、一方的な解任であ

ったと批判し、解任の撤回を求めて、翌日の

同特別区政府会合をボイコットすると発表した。

このため翌１８日、同会合は開催されなかった。

なお、デデイッチＳＢＢ支部長は、建設許可の

発行につき職権濫用の容疑で起訴されてい

る。 

 

２．外政 

（１）多国間、国際・地域機構（ＥＵ加盟プ

ロセスを含む） 

●ＥＵ外務理事会のＢＨに関する決議（１６日） 

 １６日、ＥＵ外務理事会はＢＨに関する決議

を発表した。同決議では、ＥＵがＢＨの領土保

全を強く支持していると述べ、民族分断的な

発言により改革が停滞していることを非難した。

また、選択的ではなく網羅的に改革アジェンダ
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を早急に履行するとともに、司法制度の機能

化と独立化、腐敗及び組織犯罪への対策、テ

ロ対策及び過激派伸長の防止に関し、特に注

力するよう求めた。その他にも、欧州委員会

による質問状に対する回答準備の奨励や欧

州人権裁判所判決、ＢＨ憲法裁判所判決の早

急な履行、２０１８年選挙の実施に向けたＯＳ

ＣＥ－ＯＤＩＨＲの勧告の履行、余剰弾丸の廃

棄等を要求し、ＥＵＦＯＲ Ａｌｔｈｅａの継続的な

ＢＨへの駐屯を歓迎する旨に触れ、決議を締

めくくっている。 

 

●チョービッチＢＨ大統領評議会議長、ＮＡＴＯ

及びＥＵ本部を訪問（２４日） 

 ２４日、チョービッチＢＨ大統領評議会議長

（クロアチア系）が、ブリュッセルを訪問し、スト

ルテンブルグＮＡＴＯ事務総長と会談した。同

事務総長は、ＢＨの欧州・大西洋統合に向け

た改革の進歩を認めながらも、改革の継続が

重要である旨述べた。一方、チョービッチ議長

は、ＮＡＴＯ加盟のための行動計画（ＭＡＰ）の

いち早い発効が必要である旨述べた。 

 チョービッチ議長は、モゲリーニＥＵ外交安

全保障政策上級代表とも会談し、ＢＨの欧州・

大西洋統合とＮＡＴＯのＭＡＰの発効に向けた

進捗につき説明を行った。そして、同議長は、

欧州委員会による質問状への回答と燃料税

増税法案の成立は１２月中旬に完了すると確

信しており、そうすれば、ＢＨはＥＵ加盟候補

国の地位獲得に期待ができると述べた。 

 

●ＲＳ報告書の国選安保理送付（２７日） 

 ２７日、ＲＳ政府は、１１月７日にインツコ上級

代表が実施予定の、ＢＨの和平履行に関する

国連安保理における定期報告に先立ち、ＲＳ

が作成した独自の報告書を国連安保理に向

けて発出した。なお、本報告書は年に２度の

上級代表報告に合わせて毎回送付している。 

今回の報告書では、上級代表は、ＳＤＡを

始めとするボシュニャク系と結託して、ＢＨ政

府への集権化をもくろみ、非合法な決定をＲＳ

に課している等として上級代表を批判してい

る。 

 

（２）二国間関係 

●スペイン・カタルーニャ州の独立住民投票

に対するＢＨ内の反応（１日） 

 １日、スペインのカタルーニャ州で実施され

た住民投票に対し、ツルナダクＢＨ外相は、ソ

リアーノ駐ＢＨスペイン大使に電話をし、同住

民投票をめぐる進展について意見交換を行い、

「ＢＨは、スペインの主権と領土保全を支持し

ており、今後もスペインとの良好な二国間関

係を続けていきたい。」と述べた。 

 ３日、ドディックＲＳ大統領は、同住民投票に

対する欧州委員会の批判的な反応に対し、原

則の欠如かつダブル・スタンダードの再現であ

るとして批判。「もし、カタルーニャ州が独立出

来ないというのであれば、住民投票もなしに宣

言だけで行われたコソボの独立はどう説明す

るのか。そして、セルビア政府が反対している

にも拘わらずコソボを承認した国々が、今度

はカタルーニャ州の独立権を否定していると

いうのはどういうことか。」と疑問を呈した。 

 

●ボリソフ・ブルガリア首相らのＢＨ訪問 

 ２６－２７日、ボリソフ・ブルガリア首相率いる

ブルガリア政府代表がＢＨを訪問し、ＢＨ閣僚

評議会及びイゼトベゴビッチＢＨ大統領評議

会メンバー（ボシュニャク系）等と会談を行っ

た。 

 ＢＨ閣僚評議会との会談後、両国政府閣僚
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は記者会見を行い、冒頭で、モスコフスキ・ブ

ルガリア運輸・ＩＴ・通信相とユースコＢＨ運輸・

通信相が、ブルガリアとＢＨの国際道路交通

に関する合意の修正合意に署名を行った他、

会談では、主にＢＨのＥＵ統合と２国間の経済

協力について協議を行ったと述べた。ボリソフ

首相は、ブルガリアがＥＵ理事会の議長国に

就任する（２０１８年１月～）ことを述べた上で、

「西バルカンはセルビア、クロアチア、ＢＨの何

れが抜けても成功し得ない。」と指摘し、「これ

ら３国間の隠れた障害は、欧州の手助けなし

に、現地の政治指導者の手で解決されるべき

であり、それを期待している。」と述べた。また、

「イスラム過激派はブルガリアを含めたバルカ

ンの一体化の阻害要因になると懸念するが、

今回の会談を通して、そのような過激派はＢＨ

に存在しないことが判り、安心した。」とも述べ

た。 

 

●チョービッチ大統領評議会議長のエストニ

ア訪問（２５－２６日） 

２５－２６日、チョービッチ大統領評議会議

長（クロアチア系）がエストニアを訪問し、同国

のカリユライド大統領、ラタス首相及びネスト

ル議会議長と会談を行った。チョービッチ議長

は、ＢＨがＮＡＴＯとの関係を強化していること

を強調し、ＮＡＴＯ加盟のための行動計画（Ｍ

ＡＰ）の発効に向けたＢＨの取組みを説明した。

ラタス首相は、ＢＨの欧州・大西洋統合への道

のりを全面的に支援すると述べた。なお、現在

エストニアはＥＵ理事会の議長国を務めてい

る。 

 

●ドディックＲＳ大統領のセルビア訪問（２９

日） 

 ２９日、ドディックＲＳ大統領はセルビアのベ

オグラードを訪問し、同国のブチッチ大統領と

会談を行った。会談では、本年中の決着を目

指している国境問題を含めた二国間関係を始

め、準備中の「セルビア民族保護に関する宣

言」やＢＨのＥＵ加盟プロセスについて協議し

た。 

会見後の記者会見において、ブチッチ大統

領は、ドディック大統領に対して「ＢＨのＥＵ統

合プロセスを加速化するために、できる限りの

ことをするように依頼した。」と述べた。 

 

（２）日・ＢＨ関係 

●ツルナダクＢＨ外相の訪日（２９日‐２日） 

 １０月２９日－１１月２日、ツルナダクＢＨ外相

が訪日した。３１日、ツルナダク外相は河野外

相と日ＢＨ外相会談を行い、ＢＨに対するこれ

までの日本の支援に感謝の意を述べた他、二

国間の政治・経済関係や国際情勢等につき

意見交換を行った。また、同外相は同日、広

島市を訪問し、原爆投下の犠牲者を追悼する

献花を行うとともに、広島市長と会談を行っ

た。 

 ツルナダク外相は、訪日中、その他にも日Ｂ

Ｈ友好議員連盟、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲ

Ｏ）及び日本国際協力機構（ＪＩＣＡ）とそれぞ

れ会談を行うとともに、上智大学において講

演を行った他、ＢＨ出身のハリルホジッチ・サ

ッカー日本代表監督とも面会した。 

 

３．経済 

（１）経済指標 （ＢＨ統計局発表） 

●ＧＤＰ成長率 

 １７年第２四半期の実質ＧＤＰは、前年同期

比１．７％の増加。 
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●鉱工業生産高 

 １７年９月の鉱工業生産高は、前月と比較し

て、１．０％の減少。 

 

●雇用／失業者数 

１７年８月のＢＨ全体の雇用者数は７４６，１

７８人。同月の失業者数は４８５，０８８人で失

業率は３９．４％。 

 

●平均給与 

 １７年８月のＢＨにおける平均給与（手取り）

は８５８ＫＭ（約４３９ユーロ）。 

 

●消費者物価指数 

１７年９月の消費者物価指数は前月から０．

５％の増加。 

 

●貿易額 

 １７年１月～９月のＢＨの輸出額は８０億９，

４６０万ＫＭ（約４１億３，８７０万ユーロ）、輸入

額は１３３億５７０万ＫＭ（約６８億３１０万ユー

ロ）。 

・輸出相手国上位５ヵ国（貿易額：１７年１月～

９月、仕向地基準）：①ドイツ（１１億８，６００万

ＫＭ／約６億６４０万ユーロ）、②クロアチア（９

億４，５６０万ＫＭ／約４億８，３５０万ユーロ）、

③イタリア（９億８３０万ＫＭ／約４億６，４４０

万ユーロ）、④セルビア（７億８，５８０万ＫＭ／

約４億１８０万ユーロ）、⑤スロベニア（７億１，

６８０万ＫＭ／約３億６，６５０万ユーロ）。参

考：日本（５４万ＫＭ／約２７万６，０００ユー

ロ）。 

・輸入相手国上位５ヵ国（貿易額：１７年１月～

９月、原産地基準）：①ドイツ（１５億４，７２０万

ＫＭ／約７億９，１１０万ユーロ）、②イタリア（１

５億１，１８０万ＫＭ／約７億７，３００万ユーロ）、

③セルビア（１４億８，３４０万ＫＭ／約７億５，

８４０万ユーロ）、④クロアチア（１３億１，４４０

万ＫＭ／約６億７，２００万ユーロ）、⑤中国（８

億６，９６０万ＫＭ／約４億４，４６０万ユーロ）。

参考：日本（７，５８９万９，０００ＫＭ／約３，８８

０万７，０００ユーロ）。 

 

●観光客数 

１７年９月、ＢＨにはのべ１４１，９０２人（うち

日本からは６３２人）の観光客が訪れた（注：

宿泊を伴った観光客の総計）。 

 

（２）経済政策、公共事業 

●対ＢＨ海外投資、前年比６６．８％増 

 １１日付当地インターネット・ニュース・サイト

のサラエボ・タイムズは、海外投資促進庁（ＦＩ

ＰＡ）のＢＨ閣僚評議会に対する報告によれば、

２０１７年１－５月の対ＢＨ海外投資は、３億８，

６７０万ＫＭ（約１億９，７７０万ユーロ）で、昨年

の同時期に比べて６６．８％増加し、２０１７年

の初頭から見られている成長傾向が継続して

いると報じた。 

 

（３）経済協力 

●ＥＵ、独、中小企業支援に１００万ユーロを

拠出（１８日） 

 １８日、バニャ・ルカにおいて、ＥＵプロローカ

ル・プログラム（ＥＵ ＰｒｏＬｏｃａｌ Ｐｒｏｇｒａｍｍ

ｅ）による１３案件、総額１００万ユーロの供与

式が行われた。これは、２０１７年５月にＥＵと

独政府の支援で開始された、ＢＨの中小企業

８３社に対する支援に、総額３００万ユーロを

拠出するプロジェクトの一環。同プロジェクトで

は、現地のパートナーシップを通した開発を目

指し、木材及び金属加工、農業、観光に焦点

を当てている。 
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（４）民間セクター 

●中国企業、カメングラード鉱山火力発電所

に対する１０億ユーロ超の投資契約間近 

 ２５日付当地インターネット・ニュース・サイト

のサラエボ・タイムズによれば、ミリニッチ海外

投資促進庁（ＦＩＰＡ）長官は、中国のＴＥＰＣオ

ーバーシーズ・エンジニアリング社のＬｉｕ Ｗｅｉ

ｊｉｅチーフ・エンジニアと会談を行い、総額１０

億２，０００万ＫＭ（約５億２，１５０万ユーロ）に

上るサンスキ・モスト市のカメングラード鉱山・

火力発電所プロジェクトの実現に向け、技術

的な詳細を詰めるための最終協議を行った。 

 本プロジェクトの施主となるＬａｇｅｒ社との最

終合意書への署名は、１１月にハンガリーの

ブダペストで開催される１６＋１首脳会合で行

われる予定となっている。 

 

●露ＮｅｆｔｅｇａｚＩｎＫｏｒ社、ＲＳブロド石油精製

施設の改修に数億ユーロを投資 

２６日付当地インターネット・ニュース・サイト

のサラエボ・タイムズによれば、ゴリッチＲＳ都

市計画・建設・環境相は、露のＮｅｆｔｅｇａｚＩｎＫｏ

ｒ社が、ＲＳとクロアチアとの国境沿いにあり、

同社が経営権を取得しているブロド石油精製

施設（ナフサ）を欧州の環境基準に適合させる

ため、数億ユーロを投資したと発表した。同相

はまた、最も環境負荷が高い石油からガスに

燃料を変更するため、クロアチア側から同施

設にガス管を敷設する合意が、既にクロアチ

アと露政府の間でなされており、これによりＢ

Ｈとクロアチアの環境汚染問題も解決するで

あろうと述べた。なお、同施設の環境汚染に

ついては、サバ川を挟んで隣接するクロアチ

アがＲＳ及び露政府に苦情を申し入れていた

経緯がある。                （了） 

 

 

 

 

 


